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年金生活者支援
給付金制度について

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準
以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される
ものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金
機構（年金事務所）が実施します。
■対象となる方
　①老齢基礎年金を受給している方　（以下の要件を満たす必要があります。）
　　・65 歳以上である
　　・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
　　・年金収入額とその他所得額の合計が約 88 万円以下である
　②障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

（以下の要件を満たす必要があります。）
　　・前年の所得額が約 462 万円以下である
■請求手続き
　①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
　　　お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から 10 月中旬ころから
　　請求可能なお知らせを送付します。
　　　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し、提出してくだ
　　さい。令和３年 2 月１日までに請求手続きが完了しますと、令和２年 8　　　
　　月分からさかのぼって受け取ることができます。
　②年金を受給しはじめる方
　　　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市町村で請求手続きをし
　　てください。
■日本年金機構を装った不審な電話や案内にご注意ください

窓口・問合せ　税務住民課住民生活グループ　☎㉒ 2940
　　　　　　　住民サービス課住民サービスグループ　☎㉕ 2411

　　日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号　　　
　をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。
　　年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときはお電話ください。
　　　ねんきんダイヤル　☎ 0570 － 05 － 1165（ナビダイヤル）
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各種計画（案）等に関する意見募集
　町では、まちづくり基本条例の理念に沿って、より町民の皆さんが意見を提出しやすい参画形態とな
るよう、工夫をしながら町民参画に取り組むことに努めています。これまでに、各種審議会等で審議を
してきました各種計画（案）等について、パブリック・コメント手続きを実施しますので、お気づきの
点やご意見をお寄せください。

意見募集の対象
①第２期安平町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）について　［担当課：政策推進課政策推進グループ］
　現在の総合戦略の計画期間が令和２年度末をもって終期を迎えることから、安平町の地方創生の充
実と強化に向け、切れ目ない取り組みを進めるため、『第２期安平町まち・ひと・しごと創生総合戦略』
を策定します。
　当該戦略では、地域資源や潜在している能力を活用した「子育て世代に選ばれるまち」「生涯住み続
けることができるまち」の実現を目指す目標を掲げ、先人が我々に残してくれた安平町を未来に引き継
ぎ、将来にわたって活力を維持し続けていくための施策や取り組みを掲げています。

②安平町強靱化計画（案）について　［担当課：総務課復興・生活再建支援室］
　「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」の趣旨等を
踏まえ、安平町における国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため『安平町強靱化計
画』を策定します。
　強靱化計画は、あらゆる大規模自然災害などを想定した中で、致命的な被害を負わない “ 強さ ” と、
迅速に回復する “ しなやかさ ” を備えた社会経済システムを災害発生前からつくりあげるため、関連計
画とも連携しながら、長期的な視点で重点的・分野横断的に推進する施策をとりまとめたものです。

③安平町地域防災計画（修正案）について　［担当課：総務課情報グループ］
　この度、安平町防災会議へ諮り「安平町地域防災計画（修正案）」を策定しました。
　地域防災計画は、災害対策基本法第42条により、「毎年計画に検討を加え、必要があると認めるときは、
これを修正する」こととなっており、また、「北海道地域防災計画に抵触するものであってはならない」
こととなっております。この度の修正は、平成 30 年北海道胆振東部地震の際の避難所運営等を踏まえ、

「北海道地域防災計画」との整合を図ったものです。

④新町まちづくり計画の変更（案）について［担当課：政策推進課政策推進グループ］
　旧追分町・旧早来町が合併した後の新町建設を均衡あるものにするため策定した『新町まちづくり計画』
の計画期間が令和２年度末をもって終期を迎えますが、法改正により令和７年度まで延長が可能となった
ことから、引き続き安定した財政運営、並びに均衡ある発展を目的として計画期間の延長を行います。

■公開する資料と閲覧方法等
　⑴公開する資料：各種計画（案）および概要資料等
　⑵資料の閲覧方法
　　・総合庁舎（総務課または政策推進課）および総合支所（住民サービス課住民サービスグループ）で
　　　閲覧できます。
　　・町ホームページに掲載しています。
　　・町ホームページをご覧になれない方は、左記ページの問い合わせ先へご連絡ください。郵送など
　　　でお届けします。
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■意見の提出方法および場所
　　備え付けの提案書（意見記入票）をご利用ください。提案書（意見記入票）と同様の項目を記述し
　ている場合は、任意による書面で構いません。提出方法は、「持参」「郵送」「ファクシミリ」「電子メー
　ル」のいずれかで提出をお願いします。持参の場合は、総合庁舎（総務課または政策推進課）・総合支
　所（住民サービス課）へ提出してください。正確な意見内容を把握したいため、お電話による意見は
　受け付けておりません。
　　①・④の計画　政策推進課政策推進グループ　℻ ㉒2026　電子メール：kikaku@town.abira.lg.jp
　　②の計画　　　総務課復興・生活再建支援室　℻ ㉒2026　電子メール：info@town.abira.lg.jp
　　③の計画　　　総務課情報グループ   　　　　℻ ㉒2026　電子メール：bousai@town.abira.lg.jp　
募集期間　11 月 20 日㈮～ 12 月 10 日㈭ 17 時 15 分まで
対象者　　①町内に居住または通勤・通学している方
　　　　　②町内において事業を行い、または活動を行う個人または法人その他団体
公表および応答　意見集約後、寄せられた意見と町の考え方について、総合庁舎および総合支所（窓口）、
　　　　　　　　町ホームページで公表
その他　提案内容について、詳しくお聞きする場合や協議した結果をお知らせする時のため、住所・名前・
　　　　連絡先を必ず記載してください。
問合せ　①と④の計画に関すること　政策推進課政策推進グループ　　　☎㉒ 2751
　　　　②の計画に関すること　　　総務課復興・生活再建支援室　　　☎㉒ 2511
　　　　③の計画に関すること　　　総務課情報グループ　　　　　　　☎㉒ 2511

新型コロナウイルス感染症
警戒ステージ３への引き上げについて

　新型コロナウイルス感染症に関して、警戒ステージ３への移行に伴い、集中対策期間中の感染防
止対策の徹底について、改めて皆様ひとりひとりの実践をお願いします。
　集中対策期間
　　11 月７日㈯〜 11 月 27 日㈮の３週間
　　　※特にマスクの着用と手洗いの徹底をお願いします。
　　〇体調が悪い場合には、外出を控えてください。
　　〇飲酒を伴う場面、休憩時間などの感染リスクを高めやすい場面、高齢者などと接する場面に
　　　おいて、マスクの着用を意識してください。
　　〇札幌市内、特にすすきの地区の酒類を提供する施設（５時～ 22 時を除く）の利用を控えて
　　　ください。
　　〇国の接触アプリ（COCOA）などの積極的な活用をお願いします。
　　〇テレワークの推進、時差出勤の更なる活用にご協力をお願いします。
　■医療機関を受診されるときは事前に相談を
　　①かかりつけの医療機関に連絡を！
　　②かかりつけの医療機関がない方は、北海道新型コロナウイルス感染症　健康相談センター
　　　☎ 0800 － 222 － 0018（24 時間・フリーコール）に連絡を！
　問合せ　健康福祉課健康推進グループ　☎㉙ 7071
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■除雪サービス基準
対象者　
　以下の条件をすべて満たす方
　　⑴ 65 歳以上の要介護認定または要支援認定を受けている方、または 65 歳以上の身体障害者
　　　手帳を交付されている 1 級から３級までの方（ただし、聴覚しょうがいの方を除きます）。
　　⑵介護保険料が第３段階以下であること（介護保険料を滞納していないこと）。
　　⑶独居世帯であること。ただし、⑴と⑵の条件を満たす方が１人以上いる世帯で、世帯員全員
　　　が 65 歳以上の場合は対象となります。
　　⑷子が同一敷地内に住んでいないこと。ただし、その子がこの除雪サービスの対象になる場合
　　　はこの限りではありません。また、他のサービス活動などや家主の手配にて除雪が行われる
　　　箇所は除きます。
作業内容
　⑴玄関から道路までの最短経路を１ｍ幅にて除雪
　　※住宅から物置間、自動車の駐車スペース及び屋根の雪下ろしは対象外です。
　⑵作業を行う時刻の指定は受け付けることはできません。
　⑶ 10 ｃｍ以上の降雪時に実施します。
料金納付方法
　　安平町シルバー人材センターからご自宅へ請求書が送付されますので、期日を守って納めてく
　ださい。なお、納めていただけない方については、来年度からの除雪を受け付けることができな
　くなりますのでご注意ください。
申請方法
　　申請書の用紙は、申請先窓口で用意しています。申請の際は印鑑をご持参のうえ、下記申請窓
　口へお越しください（電話での申込みは原則として受け付けません。ただし、どうしても事情が
　ある方は、各地区の民生委員または健康福祉課にご相談ください）。
申請窓口
　健康福祉課福祉グループ（総合庁舎）、住民サービス課住民サービスグループ（総合支所）
問合せ
　健康福祉課福祉グループ　☎㉙7071

　除雪サービスは、下記の除雪サービス基準に該当する方が対象となりますので、内容をご確認に
なり、希望される方は申請書を提出してください。
　※ 11 月 20 日受付開始・12 月１日サービス開始
　利用者の負担額は、1 時間あたり 150 円です。

高齢者および身体しょうがい者世帯に対する

除雪サービスを受け付けます

　 例えば、作業員１人で 60 分除雪した場合→１人× 60 分＝１時間となります。
　　　　　 作業員２人で 30 分除雪した場合→２人× 30 分＝ 60 分＝１時間となります。
　　　　　 作業員３人で 20 分除雪した場合→３人× 20 分＝ 60 分＝１時間となります。
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　ぬくもりの湯に来館される皆様には、新型コロナウイルス感染症予防対策のため手指消毒・マス
クの着用等の徹底にご協力ください。また、館内では定期的な換気や消毒も行っております。今後
もご理解とご協力をお願いします。

ぬくもりの湯からのお知らせ

■ぬくもりイベント情報
①ぬくもりサロン　12月 15日㈫開催
　　今回も皆様が楽しめるよう、コミュニケーション麻雀などを企画しています！
②クリスマス抽選会　12月 20日㈰開催
　　毎年恒例の抽選会。今年も豪華賞品を用意してお待ちしています！
　　　※抽選補助券は 12 月 20 日㈰までの期間中に入浴された方に配布し、２枚で１回抽選す
　　　　ることができます。
③感染症予防企画！〜お子様に石鹸プレゼント〜
　　感染症対策として、ぬくもりの湯では小学生以下のお子様を対象に、１人 1 つ、肌に優し
　い固形石鹸を令和３年 3 月 31 日㈬までプレゼントします（石鹸がなくなり次第終了）。

〔※①②のイベントについては、新型コロナウイルスの感染状況により中止になることがありま
すのでご了承ください。〕

【12 月の休館日】８日・22 日（第２・第４火曜日）
ぬくもりの湯　☎㉕ 2968　（営業時間 11 時〜 22 時）

令和２年度　市民後見人養成講座開催のご案内
　認知症や知的・精神しょうがいなどの理由で判断能力が不十分な方の権利を守るため、地域の市
民が身上監護や金銭管理などの後見業務を行う「市民後見人」の養成講座を開催します。

　日時　12 月 12 日㈯～令和３年１月 23 日㈯の毎週土曜日　※ 12 月 26 日、１月２日は休み
　　　　　９時 30 分～ 17 時（全５回）※実習は別途２回予定
　会場　苫小牧市市民活動センター（実習は施設等を予定）
　参加費　無料
　受講者の要件　次に掲げるすべての条件を満たす方
　　・満 25 歳以上（講座終了時点）
　　・原則として養成講座のすべての課程を受講できる見込みのある方
　　・高齢者、しょうがい者等に対する理解と熱意がある方
　　・これまでに未成年後見人、成年後見人、保佐人または補助人を解任されたことがない方
　　・破産していない方
　　・現在、成年被後見人、被保佐人、または民法第 17 条１項の審判を受けた被補助人でない方
　　・このほか事務局で受講がふさわしくない方と判断した場合、申込みされても受講をお断りす
　　　る場合があります。
　応募方法　申し込みを希望される方は、申込書をお渡ししますので安平町地域包括支援センター
　　　　　　までお問い合わせください。「市民後見人養成講座受講申込書」に必要事項を記入し、
　　　　　　下記申込先に持参または郵送にて提出してください。
　申込先　〒 053 － 0021　苫小牧市若草町３－３－８　
　　　　　　苫小牧市成年後見センター（苫小牧市社協内）
　　　　　　　市民活動センター　　☎ 0144 ㊳ 7291
　締切　12 月４日㈮必着
　※会場までは各自でお願いします。
　※新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、開催を延期または中止する場合があります。
　問合せ　安平町地域包括支援センター　☎㉕ 4555
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　令和 3 年経済センサス‒活動調査（総務省・経済産業省）が、令和 3 年 6 月 1 日を基準日に実施されます。
　本統計調査にご協力いただける方がいましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。 
　※経済センサス‒活動調査は、統計法に基づく基幹統計調査です。
　募集人数　４名（予定）
　内　　容　①説明会に出席し調査内容等を把握、②調査区域内にある調査対象※を地図で確認、③調査対
　　　　　　象を訪問し「調査の案内」を配布、④調査対象に「調査票等」を配布　⑤調査票等の回収、⑥役
　　　　　　場に提出
　　　　　　　※調査対象は、町内の事業所や企業です。
　問　合　せ　総務課情報グループ　☎㉒ 2511

統計調査員を募集しています

公営住宅・特公賃住宅・町営住宅入居者募集
募集期間　12 月１日㈫～ 12 月 15 日㈫

○案内書および申込書の配布・受付（土、日曜日を除く）
　申込受付期間：12 月１日㈫～ 12 月 15 日㈫　８時 30 分～ 17 時 15 分
○受付場所
　・建設課施設グループ（総合庁舎）　・住民サービス課（総合支所）
○必要なもの
　入居申込書および同意書、世帯全員の所得証明書の写し（最新のもの）、世
帯全員の住民票の写し、世帯全員が市町村民税を滞納していないことの証明
書の写し、マイナンバーカード（個人番号カード）または通知カード
○抽選日時・場所
　募集住宅に対して重複した場合は、下記の日程で抽選を行います。抽選場
所は地区によって異なります。
　早来地区分　12 月 17 日㈭　９時 30 分～総合庁舎
　追分地区分　12 月 17 日㈭ 13 時 30 分～総合支所
○募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、受付場所
でご確認ください）
　早来地区：遠浅南公営住宅、早来あかね公営住宅、早来さつき公営住宅、 
　　　　　　早来大町東公営住宅、早来北町公営住宅、遠浅駅前公営住宅、安
　　　　　　平駅前公営住宅、早来あけぼの公営住宅、早来あけぼの特定公
　　　　　　共賃貸住宅、早来北町地域優良賃貸住宅（新築）、遠浅アイリス
　　　　　　地域優良賃貸住宅（新築）
　追分地区：追分南公営住宅、追分中央公営住宅、追分若草地域優良賃貸住
　　　　　　宅（新築）
　単身者用：追分カームビレッジ特定単身者住宅
※令和３年 1 月１日より契約、15 日以内に入居可能な方に限ります。
※胆振東部地震により被災された方を優先します。

問合せ　建設課施設グループ　☎㉒2516
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安平町ホームページ
　https://www.town.abiralg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/town.abira　
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対策していますか？冬型の盗難！！対策していますか？冬型の盗難！！

発行：安平町防犯協会

　今年も日を追うごとに寒くなってきており、本格的な冬が目前に迫っています。
　冬支度を始める前に、使用する物品等の盗難対策はしていますか？「今まで大丈夫だったから。」
といって何もしないでいると大変危険です。下記を参考に対策を心がけながら冬支度を行い、被害防
止に努めてください。

不審者や不審車両を見かけたら
警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！

　苫小牧警察署☎ 0144 ㉟ 0110　　追分駐在所☎㉕ 2003
安平駐在所☎㉓ 2339　　早来駐在所☎㉒ 2030
遠浅駐在所☎㉒ 2211　　役場総務課☎㉒ 2511

いずれのケースもトラック等の大型車両での犯行が多いため
不審な車両を見かけた場合は、1 1 0番または下記までご連絡を！

◉ も う 一 度 保 管 場 所 等 を 確 認 し て み ま し ょ う ！
① タイヤ・ホイールなどのカー用品　
　タイヤの盗難件数はタイヤ交換の時期から増加傾向にあり、他にはアルミホイールやガレージ
ジャッキ、工具セットなどが盗難に遭いやすいようです。被害を未然に防ぐためにも、保管してい
るタイヤにチェーンキーをした上で工具も一緒に鍵のかかる場所に保管するようにしましょう。
　また、被害に遭う時間帯は夜間に集中している傾向にあるため、駐車場所や保管場所の周りに人
感センサーライトや防犯カメラなどの防犯対策器具を取り付けることで事前に被害を防ぐことがで
きます。
② 除雪機
　シーズン中は屋外に保管されるケースが多いため、被害件数が毎年増えています。
除雪機は、ナンバープレートや防犯登録制度が無く、盗難に遭うと戻ってくるケー
スはほとんどありません。使用後は必ず施錠設備のある場所にエンジンキーを外し
て保管するようにしましょう。保管場所が無く屋外に保管する必要がある方は、切
断されにくいバイク用等のチェーンロックを除雪機のフレームにまわして柱にくくり
つける、車両を前に置くなど物理的に持ち出せない措置をとって被害を防止しましょう。
　また、万が一の盗難に備え保険が掛けられる場合がありますので、心配な方は購入先などに確認して
みてください。
③ 灯油
　近年、家庭用ホームタンクからの盗難が増加しています。犯行手口の大半は夜間に給油口からホース
を使って抜き取るものですが、他にも下部の管を切断して抜き取るケース、留守中に給油業者を装いタ
ンクローリーを家に横付けし根こそぎ抜いていくケースなども報告されています。ホームタンクは安全
面、景観面から家の裏手など人目につきづらい場所にあることが多く、未対策だと非常に危険です。「鍵
付きカバー」、「ホース進入防止器具」、「配管カバー」などの盗難防止器具を装着したり、設置場所に人
感センサーライト、防犯カメラなどの器具を取り付け、事前に被害を防ぎましょう。


